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（委員）　和島　輝男　・　高田　洋一　・　西岡　幸子　・　大山　一郎　・　西村　和雄　・　堺谷　末廣　・　大林　茂樹　

（町）　濵中町長　・　荒木建設経済課長　・　豊田（事務局）

議　　　題　　　　（１）　会長及び会長職務代理者の選出

　　　　　　　　　　（２）　その他

日       時         平成２９年７月２４日  １７時開催

開催場所　　　　直島町役場２Ｆ大会議室

出席者　　



荒 木 課 長

 
ただいまより平成２９年度農業委員会総会を開催いたします。
この度の委員改選については、農業委員会法の改正により、これまでの選挙制及び選任制から、推薦及び応募による、議
会の同意を要件とする町長の任命制となりました。
直島町農業委員会では定数７名に対して７名の推薦があり、５月１日の臨時議会で、７名を任命する同意を頂ましたので、
本日は新委員の皆様にお集まりいただいております。
７月２０日より皆様が新たな農業委員会委員としてすでに任に就いており、任期は平成３２年７月１９日までの３年間となり
ます。
これから、直島町の農業行政にご尽力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、改選後初めての会議でありますので、これより会長が決定するまで事務局が議事を進行いたします。
はじめに、濵中町長よりごあいさつをお願いします。

濵 中 町 長

皆さんこんにちは。農業委員会総会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
委員の皆様には、大変暑い中にもかかわらず、農業委員会総会に出席いただきありがとうございます。先ほど司会の方か
らもあったように、この度農業委員会の委員の選任方法が大きく変わりましたが、今回の改選で新しく選任されました和島
委員と、大林委員及び再任されました５名の委員の皆様には、農業委員会の委員にご就任いただき誠にありがとうござい
ます。これから３年間の任期中は、本町の農業政策の面だけでなく、町政全般にわたり、ご理解とご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
また、本日この後に選出されます新しい会長様を中心に、これまで同様に本町の農業振興にお力添えいただきますととも
に、福武財団の１２年にわたり続けている直島コメづくりプロジェクトや、三菱マテリアルが取り組んでいる、なおしま環の里
創生プロジェクトへのご協力等についても、引き続きお願い申し上げます。委員の皆様のますますのご健勝と、ご活躍をお
祈り申し上げまして、簡単ですが総会のごあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。

事 務 局

ありがとうございました。
それではこれより事務局が議事を進行いたします。お手元に配布しています式次第をご覧ください。
議題１「会長及び会長職務代理者の選出」に入ります。まず、会長の選出から実施いたします。
「農業委員会等に関する法律第５条第２項」の規定により「会長は委員が互選した者をもって充てる」ことになっております
ので、委員の皆様による互選で会長を選出いただくことになります。何かご意見はありますでしょうか。

高 田 委 員 西村委員を会長に推薦します。

事 務 局 高田委員より西村委員を会長に推薦するとの意見がありましたが、いかがでしょうか。

全 委 員 （拍手）



事 務 局
それでは、他にご異議がないようですので、西村委員を会長に決定いたします。西村会長は前の席にお移りいただき、ごあ
いさつをお願いします。

西 村 会 長
会長に任命されました西村です。よろしくお願いします。今直島で一番困っているのは遊休農地です。遊休農地をいかに解
消するかということで取り組みたいと思います。よろしくお願いします。

事 務 局 ありがとうございました。それでは会長が決定しましたので、これよりの議事進行は西村会長にお願いします。

西 村 会 長 それでは続いて、会長職務代理者の選出を実施します。事務局説明してください。

事 務 局
会長職務代理者の選出についてですが、「農業委員会等に関する法律第５条第５項」の規定により、会長が欠けた場合又
は事故のある場合に会長の職を代理する者と定められており、「直島町農業委員会会議規則第１６条第２項」の規定により
あらかじめ「委員が互選する」ことになっていますので、委員の皆様による互選で選出をお願いします。

堺 谷 委 員 高田委員がいいと思いますがどうでしょうか。

全 委 員 異議なし。

西 村 会 長
それでは、高田委員を会長職務代理者に決定します。高田委員、よろしくお願いします。
次に、議題２その他について事務局説明してください。

事 務 局

それでは、委員番号及び席次を決定します。席次表をご覧ください。従来どおり、会長を８、会長職務代理者を７とし、他の
委員の皆様につきましては、くじ引きで委員番号及び席次を決定いたします。
それでは、会長、会長職務代理以外の委員の皆様はくじ引きをします。（各委員くじ引き。）
くじ引きの結果、１番大山委員、２番和島委員、３番西岡委員、５番大林委員、６番堺谷委員となりました。今回は席替えを
いたしませんが、次回の定例会より席次表のとおりといたしますので、次回以降のご着席の際はよろしくお願いします。



事 務 局
それでは、最後に、委員報酬及び旅費の受領・請求等の事務について、従来同様事務局に委任させていただきたいと思い
ます。本日、委任状にご署名いただきたいので、会議の終了後に事務局が回りますので、ご署名をよろしくお願いします。
議題２は以上です。

西 村 会 長 それでは総会を終了します。皆さん総会へのご出席ありがとうございました。
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